


 

 

熊谷市立地域会館条例の施行期日を定める規則 

熊谷市立地域会館条例（令和７年条例第５５号。以下「条例」とい

う。）の施行期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る日とする。 

⑴ 条例附則第３項（熊谷市公民館条例（平成１７年条例第１０３

号。以下「公民館条例」という。）別表中「佐谷田３４７番地

１」を「佐谷田３６６番地１」に、「代５８５番地１」を「代５

８６番地５」に、「大麻生１０１０番地」を「大麻生１０１２番

地１」に、「三ケ尻２８６８番地１」を「三ケ尻２８７０番地

２」に改める部分を除く。）及び第４項（熊谷市公民館使用条例

（平成１７年条例第１０４号。以下「使用条例」という。）第１

条中「、熊谷市佐谷田公民館」、「、熊谷市大幡公民館」、「、熊谷

市大麻生公民館」及び「、熊谷市三尻公民館」を削る部分並びに

別表の１熊谷東公民館等の表佐谷田公民館の項、大幡公民館の

項、大麻生公民館の項及び三尻公民館の項を削る部分を除く。）

の規定 令和８年４月１日 

⑵ 条例附則第４項（使用条例第１条中「、熊谷市大麻生公民館」

を削る部分及び別表の１熊谷東公民館等の表大麻生公民館の項を

削る部分に限る。）の規定 令和８年５月１日 

⑶ 条例附則第４項（使用条例第１条中「、熊谷市大幡公民館」を

削る部分及び別表の１熊谷東公民館等の表大幡公民館の項を削る

部分に限る。）の規定 令和８年６月１日 

⑷ 条例附則第４項（使用条例第１条中「、熊谷市佐谷田公民館」

及び「、熊谷市三尻公民館」を削る部分並びに別表の１熊谷東公

民館等の表佐谷田公民館の項及び三尻公民館の項を削る部分に限

る。）の規定 令和８年７月１日 



 

 

⑸ 条例第２条中熊谷市立大幡会館及び熊谷市立大麻生会館の名称

及び位置を定める部分並びに条例附則第３項（公民館条例別表中

「代５８５番地１」を「代５８６番地５」に、「大麻生１０１０

番地」を「大麻生１０１２番地１」に改める部分に限る。）の規

定 令和８年８月１日 

⑹ 条例第２条中熊谷市立三尻会館及び熊谷市立佐谷田会館の名称

及び位置を定める部分並びに条例附則第３項（公民館条例別表中

「佐谷田３４７番地１」を「佐谷田３６６番地１」に、「三ケ尻

２８６８番地１」を「三ケ尻２８７０番地２」に改める部分に限

る。）の規定 令和８年９月１日 

⑺ 前各号に掲げる規定以外の規定 令和８年８月１日 

   附 則 

第２号から第４号までの規定により廃止の日を定める施設について

は、その廃止後（第２号及び第３号に対しては第５号、第４号に対し

ては第６号の規定によりそれぞれ供用開始の日を定める施設が供用開

始となるまでの間に限る。）においても行政財産の貸付け、使用又は

収益（以下この項において「使用許可」という。）の対象とすること

ができる。この場合における使用許可の手続については、使用条例の

例による。 


